
今後、ドラッグストア等で医薬品を購入する際に、セルフメディ

ケーション税制対象商品であるかの確認や、レシートの保存を行

いましょう。

世帯での年間購入額が１万２０００円以上の場合、セルフメディ

ケーション税制の利用が可能です。

※レシートを紛失した場合、店によっては再発行が可能ですの

で、購入した店舗にご確認ください。

 　　　　　       

購入額は世帯の合計で年間１万２０００円以上ですか？

　　　　　

　　　　　　　　　　 

「医療費控除」を受けていますか？
今後、健康診断等を受診した際、領収書や診断結果を保存してお

きましょう。

    　　　　　　　

セルフメディケーション税制の利用が可能です。
医療費控除を行っている場合、セルフメディケーション税制は申

告できません。どちらか片方のみ申告ができます。

紙もしくは電子で、申請書を記入し、確定申告を行ってくださ

い。
医療費控除について

　　　　　　

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」や税務署等

で入手できる申告書を作成し、税務署に提出してください。        

                      

「確定申告書等作成コーナー」から「e-Tax」を利用して確定申告

ができます。

◆国税庁：確定申告書等作成コーナー／e-Tax スマホからでも申告できます。

◆国税局・税務署一覧 ◆国税庁：確定申告書等作成コーナー／e-Tax

※確定申告の期間は例年２月半ばから３月半ばです。

詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

◆国税庁：所得税の確定申告 

　セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得控除制度）は、医療費控除の特例として、健康

の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、セルフメディケーション税制対象医薬

品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制の要件・手続きについて（フローチャート）

セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得

控除制度）について

申告を行う対象となる年（対象の医薬品を1万2000円以上購入した年）に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組

を行い、その領収書又は結果通知表を保存していますか？

※健康のための一定の取組について

購入時のレシートを保存していますか。

ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入していますか？

※セルフメディケーション税制対象品目一覧

また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい いいえ

いいえ はい

紙で申告 電子で申告
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